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1 地域福祉を 取り 巻く 環境

　 国においては，今後の福祉改革を貫く 基本コンセプト とし て，「 地域共生社会」の実現を掲

げ，取組を進めています。

　 平成３０年４月に「 社会福祉法」が改正さ れ，これにより ，地域福祉推進の理念が明記さ れ

るとともに，市町村における包括的支援体制づく り や地域福祉計画の策定に努める旨が規

定さ れまし た。

　 また，令和３年４月に施行さ れた「 地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改

正する法律」において，地域住民が相互に人格と 個性を尊重し 合いながら参加し ，共生する

地域社会の実現を目指す必要があること が明記さ れ，地域生活課題を抱える地域住民に対

する支援体制や地域住民等による地域福祉の推進のための必要な環境を一体的かつ重層

的に支援すること ができるよう ，「 重層的支援体制整備事業の創設」等が新たに規定さ れま

し た。

（ １ ） 国の動向

社会福祉法の改正

【 地域共生社会の実現に向けた主な法改正等】

年

平成２８年

平成２９年

令和元年

令和３年

主な法改正

「 ニッポン一億総活躍プラン」 「 地域共生社会」の実現が明記

「 社会福祉法」改正

地域福祉計画策定ガイド ライン提示

市町村による包括的な支援体制整備

等について明記

地域福祉計画に盛り 込むべき事項

（ 分野共通で取り 組むべき事項等）

について提示

「 地域共生社会に向けた包括的支援と

多様な参加・ 協働の推進に関する検討

会」最終とりまと め

市町村における包括的な支援体制の

構築を推進するための新たな事業の

創設が提案

「 地域共生社会の実現のための社会福祉

法等の一部を改正する法律」施行
重層的支援体制整備事業が創設

主な内容
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　 認知症や知的障がい，その他の精神上の障がいがあること により ，財産の管理又は日常

生活等に支障がある方を支援するための手段である成年後見制度について，利用促進を図

るため，平成２８年５月に「 成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行さ れ，基本理念

や国等の責務が明記さ れるとともに，市町村において，成年後見制度の利用の促進に関す

る施策についての基本的な計画を定めるよう 努めることなどが規定さ れまし た。

　 また，成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため，平

成２９年３月に，「 第１期成年後見制度利用促進基本計画」，令和４年３月に，「 第２期成年後見

制度利用促進基本計画」が閣議決定さ れまし た。

成年後見制度の利用促進

　 すべての障がい者が，あらゆる分野の活動に参加するためには，障がい者が必要と する

情報の十分な取得や利用とと もに，円滑な意思疎通が重要であること から ，障がい者の情

報の取得，利用，意思疎通に係る施策を総合的に推進するため，令和４ 年５ 月に「 障害者に

よる情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」が施行さ れま

し た。

障がい 者によ る 情報の取得利用・ 意思疎通に係る 施策の推進
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　 本市は，概ね２０３０年頃を見据えた具体的なまちの姿とし て，「 子どもから 高齢者まで，誰

も が豊かで便利に安心し て暮らすこと ができ，夢や希望がかなう まち『 スーパースマート シ

ティ 』」の実現を目指し ています。 

　「 スーパースマート シティ 」は，1 0 0 年先も 発展し 続けるまちの姿「 ＮＣＣ（ ネット ワーク 型コ

ンパクト シティ ）」を土台に，「 地域共生社会」，「 地域経済循環社会」，「 脱炭素社会」の３つの

社会が，「 人」づく り の取組や「 デジタル」技術の活用によって発展する「 夢や希望がかなう ま

ち」です。

　 本計画は，「 スーパースマート シティ 」を構成するひと つの社会である「 地域共生社会」の

中核の部分となる，地域福祉の推進を目指し ています。

（ ２ ）スーパースマート シティ について

　 バリ アフリ ーは，高齢者や障がい者を主な対象者とし ，公共的施設や公共交通等につい

て整備基準を設けて，安全かつ円滑に利用できるよう に整備するも のです。

　 一方，「 ユニバーサルデザイン」と は，「 すべての人のためのデザイン」を意味し ，文化・ 言

語・ 年齢・ 性別等の差異・ 障がいの有無・ 能力にかかわらず，できるだけ多く の人が最初か

ら 利用し やすいよう に，製品や施設，環境などをデザインする考え方です。今日では，情

報，サービスを含む「 すべての人が生活し やすい社会のデザイン」と いった，より 広い概念

とし て使われており ，福祉の分野に留まら ず，あら ゆる分野において取り 組んでいく 必要

があります。

　 本計画においては，「 やさし さ をはぐく む福祉のまちづく り 条例」に基づき，公共的施設

や公共交通のバリ アフリ ーを推進するとと も に，やさし さ や思いやり の気持ちを一層はぐ

く み，広めていく「 こころのユニバーサルデザイン運動」などに取り 組み，ハード 施策とソフ

ト 施策の両面から ，市民の誰も が生活し やすい環境を構築し ていきます。

（ ３ ）ユニバーサルデザインについて
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　 新型コ ロナウイルス感染症による社会環境の変化は，市民生活や地域，事業者，行政活

動に大きな影響を与えまし た。

　 新型コ ロナウイルス感染症対策は，市民生活において，ソーシャルディ スタンスの確保な

ど，人と 人と の関わり 方や，日常生活，働き方などを変えまし た。

　 また，地域や事業者，行政においては，地域交流やイベント ，事業，福祉サービスの提供の

在り 方を大きく 変えまし た。

　 今後は，「 新し い生活様式」を踏まえながら，デジタル技術を効果的に活用し ，デジタル化・

ＤＸ（ ※2 ）を目指し ていく 必要があります。

（ ４ ）ウィ ズコ ロ ナ・ アフ タ ーコ ロ ナ

　 令和元年（ ２０１９年）に発生し た台風１９号は，市内全域に避難勧告が出さ れるなど，大き

な被害を与えまし た。

　 豪雨や台風など，自然災害には迅速かつ的確な対応が必要であり ，地域の「 助け合い」や

「 支え合い」がますます重要となっています。

　 特に，災害発生時に支援を必要と する方への迅速かつ的確な避難誘導など，地域におけ

る災害時の要援護者への支援の仕組みづく りを推進し ていく 必要があります。

（ ５ ）災害への対応

※２　 デジタルト ランスフォーメーショ ン： デジタル技術の活用により ，業務の効率化等にとどまらず，手法や組織文化・ 風土を変革し ，新た

な価値を創造していく こと



地域福祉を 取り 巻く 環境の動向と 課題の整理第2 章

1 8

2 データ で 見る 宇都宮市の現状

本市の人口は２０１７ 年にピ ーク（ ５２０ ，１９７ 人）を迎え，その後は減少に転じ ています。

一方で，少子高齢化が進行し ，ひとり 暮らし 高齢者の数は増加すること が予想さ れます。

人口減少社会の到来 少子高齢社会の進行

高齢者人口・ 高齢化率 ひとり 暮らし 高齢者の増加

【 出典】宇都宮市資料（ 国勢調査データより算出）

【 出典】宇都宮市資料（ 国勢調査データより 算出） 【 出典】宇都宮市資料（ 国勢調査データより 算出）

※生産年齢人口／老齢人口で算出

高齢者（ ６５歳以上人口）１人を生産年齢人口（ １５歳から６４歳まで）で支える割合

※２０２５年頃には，人口ボリュームの大きい団塊の世代が後期高齢者の年齢に達すること が見込まれており ，さらに２０４０年には，

団塊ジュニア世代が高齢者となり，６５歳以上の前期高齢者が増加し ，高齢化が進行することが予想されています。

２０１７年 ２０４０年

520 ,19 7

462 ,04 8

540 ,00 0

520 ,00 0

500 ,00 0

480 ,00 0

460 ,00 0

440 ,00 0

420 ,00 0

400 ,00 0

2017年 20２１年 20４０年 2050年

（ 人）

424 ,12 3

推計値 600 ,000

500 ,000

400 ,000

300 ,000

200 ,000

100 ,000

0

2017年

年少人口

（ 人）
推計値

58 ,1 2 0

67 ,2 2 5

3 24 ,8 76

69 ,9 7 6

2 050年2021年 2040年

100 ,1 29

63 ,6 15

21 7 ,9 27

42 ,4 52

87 ,5 77

71 ,5 92

25 7 ,1 79

45 ,6 99

2 025年

79 ,5 32

60 ,0 16

3 10 ,6 19

58 ,8 10

66 ,5 2 5

69 ,2 2 3

3 17 ,3 26

64 ,0 2 6

生産年齢人口 6 5～74 歳 7 5 歳以上

2 50 ,0 00

2 00 ,0 00

1 50 ,0 00

1 00 ,0 00

50 ,0 00

0
2 01 7年

（ 人）

50 ,00 0

40 ,00 0

30 ,00 0

20 ,00 0

10 ,00 0

0

（ 世帯）
45 .0 3 0 .0

2 5 .0

2 0 .0

1 5 .0

1 0 .0

5 .0

0 .0

40 .0

35 .0

30 .0

25 .0

20 .0

15 .0

10 .0

5 .0

0 .0

（ ％） （ ％）
推計値

推計値

6 7,22 5

4 0 ,83 1

1 7 ,28 9

7 5～84歳65～74歳 85歳以上 高齢化率

20 21 年

24 .1
2 6 .3

69 ,2 23

45 ,0 07

21 ,5 18

20 25 年

27 .4

6 0 ,01 6

5 5 ,58 5

2 3 ,94 7

2 04 0年

34 .4

7 1 ,5 92

4 8 ,7 80

3 8 ,7 97

20 50 年 2021年

38 .6

63 ,6 15

28 ,2 3 0

62 ,0 33

38 ,0 96

高齢単独世帯（ 65歳以上） 65歳以上人口に占める割合

20 .8

2 0 25年

30 ,65 8

22 .0

2 0 40年

40 ,98 4

25 .7

2 05 0年

42 ,1 92

2 5 .8

5 1 7 ,1 00
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　 要介護・ 要支援認定者や障がいのある方などが増えています。

また，複雑化・ 複合化し た問題を抱えるケースが増加傾向にあります。

要介護・ 要支援認定者の増加 障がい者手帳所持者数の増加

生活保護受給世帯・ 受給者数・ 保護率の推移

【 出典】宇都宮市資料（ 高齢福祉課） 【 出典】宇都宮市資料（ 障がい福祉課）

【 出典】宇都宮市資料（ 生活福祉第２課）

2,801

3 ,160

3 ,292

3 ,661

2 ,598

2 ,656

1 ,877

2 5 ,00 0

2 0 ,00 0

1 5 ,00 0

1 0 ,00 0

5 ,00 0

0

（ ％）

25 ,000 5 .00

20 ,000

15 ,000

10 ,000

5 ,000

4 .00

3 .00

2 .00

1 .00

0 0 .00

（ 人） （ ％）

（ ％）

18 .0

1 4 .0

1 0 .0

6 .0

2 .0

0 .0

1 6 .0

1 2 .0

8 .0

4 .0

（ ％）

2017年

15 .6
15 .9

3 ,020

3 ,386

3 ,366

3 ,749

2 ,723

2 ,754

1 ,863

2018年

16 .3

3,081

3 ,716

3 ,490

3 ,944

2 ,719

2 ,822

1 ,900

2019年

16 .6

3,140

3 ,861

3 ,562

4 ,018

2 ,875

3 ,019

1 ,862

2020年

3,354

4 ,0 17

3 ,9 50

4 ,2 00

2 ,9 37

3 ,1 09

1 ,8 38

2021年

17 .5

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2

要介護3 要介護4 要介護5 認定率

2017年

3,57 9

4 ,07 7

15 ,09 8

2 021年

4,83 9

4 ,72 9

15 ,3 3 7

精神障がい者保健福祉手帳

身体障がい者手帳

療育手帳

対人口比

10 ,000 1 .8 0

1 .6 0

1 .4 0

1 .2 0

1 .0 0

0 .8 0

0 .6 0

0 .4 0

0 .2 0

0 .0 0

9 ,000

8 ,000

7 ,000

6 ,000

5 ,000

4 ,000

3 ,000

2 ,000

（ 人）

6 ,270

8 ,521

1 .6 6

2012 年

6 ,412

8 ,656

1 .6 8

2013 年

6 ,496

8 ,672

1 .68

201 4年

6 ,592

8 ,678

1 .67

201 5年

6 ,642

8 ,658

1 .67

201 6年

6 ,650

8 ,565

1 .65

201 7年

6 ,623

8 ,354

1 .61

20 18年

6 ,670

8 ,317

1 .61

20 19年

6 ,695

8 ,278

1 .60

20 20年

6 ,689

8 ,205

1 .60

2 021年

受給者数 受給世帯数 保護率
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児童虐待に関する通告数の状況 不登校児童及び生徒の状況

複雑化・ 複合化し た問題を抱えるケースの把握状況（ 保健と 福祉の相談窓口）

複雑化・ 複合化した

問題を抱えるケース数

令和３年度保健と 福祉の相談窓口で

支援するケース状況

【 出典】宇都宮市資料（ 子ども 家庭課） 【 出典】宇都宮市資料（ 市教育センタ ー）

【 出典】宇都宮市資料（ 保健福祉総務課「 市民・ 事業者アンケート 結果」）

【 出典】宇都宮市資料（ 高齢福祉課）

孤立等の状況

12,508

10,986

中学校小学校

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

（ 人）

235

2018年

619

286

2019年

629

281

2020年

711

宇都宮市子ども家庭支援室の取扱件数栃木県児童相談所の受付件数

その他分野母子

支援に繋がっている

支援に一部繋がっている

支援未利用

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

（ 件）

399

2017年

99

486

2018年

279

557

2019年

345

474

2020年

233

443

2021年

212

（ 人）

1 00 0

50 0

0

5 90

201 9年

1 12

6 79

2 02 0年

1 30

7 69

2 02 1年

1 47

922人

72 .8%

ひきこもり

18歳以上の孤立・ 孤独
　 　・ ひきこもり（ 可能性も含む）

6 .7

20 .5 %

6 .6%

260人

84人

孤　 　 独 5 .2

孤　 　 立 2.8

1 4 ,0 00
認知症の人の数

増加傾向

13 ,000

12 ,0 00

11 ,0 00

10 ,0 00

9 ,0 00

8 ,0 00

（ 人）

10 ,9 8 6

2017年

12 ,5 0 8

2021年

250

200

150

100

50

0

成年後見制度に関する初回相談件数

増加傾向

（ 件）

137

2019年

194

2021年

（ % ）
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　 市民活動に参加し ている人や参加意欲のある人の割合は減少し ています。

　 ＮＰＯ 法人認証団体数（ 累計）は，微増傾向にあります。まちづく りセンタ ーの登録団体数，

ボランティ アセンタ ー登録団体数はともに横ばいの状況です。

市民活動（ 健康づく り 活動，防犯・ 防災活動，環境美化活動など）への参加

【 出典】宇都宮市資料（「 市民・ 事業者アンケート 結果」）

【 出典】宇都宮市資料（ みんなでまちづく り 課），宇都宮市社会福祉協議会資料

参加しており今後も続けたい

参加するつもりはない

未回答

わからない

参加していないが今後参加したい

まちづく りセンター登録団体数（ 累計）

N PO 法人に認証された団体数（ 累計）

ボランティ アセンター登録団体数（ 累計）

0 .0 20 .0

2017年

40 .0 60 .0 80 .0 100 .0

12 .3 36 .6 17 .6 33 .5

20２１年 8 .5 25 .2 27 .0 35 .2 4 .1

4 50

350

250

150

50

400
366

団体

300

200

100

0

252

365

226

359

213

172

2019年 2020年 2021年

163 173

（ % ）
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3 本市の福祉を 支える 様々な 資源

　 本市の福祉は，以下のとおり 多く の方々に支えられています。

《 社会福祉協議会》

　 社会福祉協議会は，地域福祉推進の中核的な組織とし て，社会福祉法に規定さ れており ，

地区社会福祉協議会とともに，行政や関係機関・ 団体・ 施設等と 連携し ながら誰も が住み慣

れた地域や家庭で自立し た心豊かな生活が送れるよう ，ともに支え合い助け合いながら，安

心し て暮らし 続けること ができる「 福祉のまちづく り 」の実現を図ることを目的に，全国の自

治体に設置さ れています。

　 本計画では，市社会福祉協議会が策定する「 第５次宇都宮市地域福祉活動計画」と ，理念

や地域福祉の方向性などについて共有し ，各施策・ 取組を連携し て推進し ていきます。

●地区社会福祉協議会

　「 福祉のまちづく り 」の実現に向けて，地域住民が中心となり ，市社会福祉協議会と 連携し

ながら 様々な地域福祉事業や活動を進める任意の団体で，地区の関係機関・ 団体・ 施設な

ど様々な組織や団体，また個人等で構成さ れており ，連合自治会３９地区ごと に設置さ れて

います。

●福祉協力員

　 市社会福祉協議会が推進する「 住民相互の支え合い助け合い活動」を担う 地域福祉のボ

ランティ アで，自治会長と 地区社会福祉協議会長の推薦により ，市社会福祉協議会長から

委嘱さ れ，同じ 地域で暮らす住民とし て，見守り や声かけなどを行いながら ，様々な地域福

祉事業や活動に協力し ており ，令和４年３月末現在，２,５１６名の方々が福祉協力員とし て活

動し ています。

（ １ ）福祉活動を 展開する 主な組織・ 団体
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●コミュニティ ワーク（ ※３）の推進

　 社会福祉協議会では，地域福祉活動が組織的・ 効果的に進められるよう ,主に,地区社会

福祉協議会が進める地域福祉事業や活動の支援,ボランティ アや福祉協力員の育成の支援,

また関係機関・ 団体・ 施設等の連携・ 協働体制構築の支援など,地域での「 福祉のまちづく

り 」活動のコ ーディ ネート 役とし て,現在,市内３９地区５ブロックに区分し ,各ブロックに担当

者を配置し ，コミュニティ ワークを推進し ています。

●ふれあい・ いきいきサロン

　 高齢者，障がい者及び親子など地域住民が，定期的に，身近な場所（ 自治会公民館・ 福祉

施設など）に気軽に集い，ふれあいを通し て仲間づく り や生きがいづく り の輪を広げ，また，

悩み事の相談や不安の解消を図るなどの活動を実施し ています。令和４年３月末現在，市内

に３０６か所のサロンが設置さ れています。

《 地域まちづく り 組織》

　 地域まちづく り 組織は，地域における活動団体により 組織さ れた団体で，様々な地域課題

の解決や地域の特色づく り などに取り 組んでいる組織です。地域まちづく り 組織は，自治会

をはじ め老人会・ 婦人会・ 地区民生委員児童委員協議会などの様々な団体で構成さ れ，地

域の総意形成・ 各種団体の連絡調整・ 地域人材の活用などを目的とし ながら，地域の方々の

力を活かし たまちづく りを展開し ています。令和４年度現在，３９の地域まちづく り 組織が活

動を展開し ています。

《 自治会》

　 自治会は，同一地域に住むこと から 生じ た地縁による団体で，一定の地域の住民同士が

互いに助け合い協力し 合う 組織です。また，全世帯参加が基本の任意組織であり ，会員から

の会費等により 活動を展開し ています。本市には，令和４年４月現在，約８００の単位自治会と

３９の連合自治会があります。

※３　 コミュニティ ワーク： 地域社会において地域住民の福祉のニーズの把握、福祉サービスの開発や連絡・ 調整などを行う 援助技術



地域福祉を 取り 巻く 環境の動向と 課題の整理第2 章

2 4

《 ＮＰＯ 》

　 ＮＰＯ（ N o n  Pro fi t  O rg an iza t io n）は，ボランティ ア活動などの社会貢献活動を行う ，営

利を目的とし ない団体の総称で，ＮＰＯ 法人などの法人格を持つ団体や少人数で活動する

ボランティ アグループなど，様々な団体が含まれます。このう ち，「 ＮＰＯ 法人」と は，特定非営

利活動促進法に基づき法人格を取得し た「 特定非営利活動法人」の一般的な総称です。ＮＰ

Ｏは，福祉・ 教育・ 環境・ まちづく り など様々な分野で，社会的使命の達成を目的とし ながら，

社会に利益をもたらす活動を展開し ています。

《 第２層協議体》

　 高齢者に対する生活支援等サービスの体制整備に向けて，地域の実情に応じ て，地域包

括支援センタ ーをはじ め，地区連合自治会や地区社会福祉協議会，民生委員・ 児童委員協

議会など，地域の多様な主体が参画し ，情報の共有を行う とともに，連携を強化すること に

より ，資源開発（ 地域における支え合いの体制づく り ）について検討し ています。
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《 民生委員児童委員》

　 民生委員は，民生委員法に基づいて厚生労働大臣から 委嘱さ れ，その職務は，社会奉仕

の精神をもって常に住民の立場に立って，高齢者，障がい者，子ども ，生活困窮者など援護

を必要とさ れる方々の相談・ 援助にあたるとともに，福祉事務所や児童相談所などの関係行

政機関に対し て協力し ています。

　 民生委員は地域福祉の担い手とし て地域住民にとって身近な存在であり ，福祉のこと で

困ったこと が起きた場合や相談し たいこと がある時には，必要な助言や援助を受けられるほ

か，関係行政機関への橋渡し などを行います。

　 また，民生委員は児童福祉法の規定により 児童委員も 兼ねており ，児童福祉の推進にも

大変重要な役割を果たし ています。

　 令和４年１２月１日（ 全体改選時）に，８０４名の方々が民生委員児童委員に委嘱さ れ，福祉

の増進に努めています。

《 主任児童委員》

　 主任児童委員は，出生率の継続的な低下などを背景に「 健やかに子どもを生み育てる環

境づく り 」が社会全体の課題と なってきたこと から ，平成１３年の児童福祉法の一部改正に

伴い法定化さ れまし た。

　 主任児童委員は，児童福祉に関する事項を専門的に担当し ，児童の福祉に関する機関と

区域担当の児童委員と の連絡調整を行う とともに，区域担当の児童委員に対する援助・ 協

力を行う ことを職務とし ています。

　 令和４年１２月１日現在，８０４名の民生委員児童委員のう ち７９名が主任児童委員を担当し

ています。

（ ２ ）福祉活動を 行っ ている 主な方々



地域福祉を 取り 巻く 環境の動向と 課題の整理第2 章

2 6

《 障がい者相談員》

　 障がい者相談員は，市長から委嘱さ れた見識の高い民間協力者で，身体障がい者や知的

障がい者の支援に関し ，本人又はその家族などからの相談に応じ ，必要な指導・ 助言を行う

とともに，障がい者の地域活動の推進，関係機関の業務に対する協力なども 職務とし ていま

す。

　 令和４年度現在，身体障がい者相談員とし て２９名（ 内訳： 視覚障がい担当７名，聴覚障が

い担当７名，肢体不自由担当１３名，内部障がい担当２名），知的障がい者相談員とし て２２名

が委嘱さ れています。

《 ボランティ ア》

　 ボランティ アと は，“ 自主的に社会事業などに参加し ，無償の奉仕活動をする人”などと 説

明さ れ，その活動形態は，個人で行ったり ，グループを形成し て行ったり ，既存の団体などに

所属し て行う など多種多様な活動方法があります。ボランティ アは参加者の自主性を尊重

し ながら，自由かつ継続的に安定し て行われること が重要です。本市では，ボランティ アセン

タ ーやまちづく りセンタ ーに多く の団体や個人が登録さ れ，様々なボランティ ア活動が行わ

れています。

《 地域包括支援センタ ー》

　 高齢者が住み慣れた地域で安心し て暮らし 続けられるよう 支援するため，介護・ 福祉の総

合窓口とし て様々な相談に応じるほか，介護予防事業，認知症などの相談窓口，高齢者の権

利擁護事業，地域のネット ワークづく り に取り 組んでおり ，令和４年度現在，市内２５か所に設

置さ れています。

（ ３ ）福祉活動を 実践する 主な組織・ 施設
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《 障がい者生活支援センタ ー》

　 障がいの区分に関わらず，地域において生活支援を必要とする障がい者やその家族など

の相談に応じ ，障がい者の地域生活に必要な支援を行っています。具体的には，福祉サービ

ス等の利用援助・ 専門機関の紹介・ 生活上の相談・ 緊急時対応の支援などがあり ，令和４年

度現在，市内に４施設あります。

《 基幹相談支援センタ ー》

・ 　 障がい者基幹相談支援センタ ー

障がい者の相談支援の中核的な役割を担い，相談支援事業所（ 障がい者生活支援セン

　 タ ー）等への専門的な助言，障がい者及びその家族への支援等，総合的な支援を行ってお

　 り ，市役所障がい福祉課内に設置し ています。

・ 　 高齢福祉課基幹相談支援センター

地域包括支援センタ ー間の総合調整，各地域包括支援センタ ーが抱える困難事例に対

　 する後方支援を行っているほか，市民，医療・ 介護関係者からの相談窓口とし て，市役所

　 高齢福祉課内に設置し ています。

《 子育てサロン》

　 地域全体で子育てを支援する基盤を形成するため，地域の子育て家庭が気軽に訪れ，遊

びを通し て交流ができる場を提供し ています。

　 また，育児不安等に対する相談指導や子育てサークルへの支援なども 行っており ，令和４

年度現在，市内の１２か所（ う ち１１か所は保育園内）に設置さ れています。
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《 教育・ 保育施設》

　 保育所，認定こども 園，幼稚園の教育・ 保育施設では，利用さ れている保護者をはじ めと

する地域の方々の子育て力向上に向けた取組を行っています。各施設には，保育士や幼稚

園教諭など，幼児の教育や保育に精通し た職員がおり ，気軽に子育てに関する相談をするこ

と ができます。

《 様々な社会福祉施設》

　 社会福祉施設は，高齢者，障がい者，子ども ，生活困窮者等，社会生活を営む上で，様々な

サービスを必要とし ている者を援護し ，または更生のための各種治療訓練等を行い，福祉の

増進を図っています。また，社会福祉施設には大別し て老人福祉施設，障がい者支援施設，

保護施設，婦人保護施設，児童福祉施設，その他の施設があり ，令和４年４月１日現在，市内

に２５５施設あります。（ 栃木県「 社会福祉施設等要覧」より ）

《 地区市民センター》

　 地域の身近な行政サービスの拠点とし て，生活に密着し たサービスを総合的に提供する

とともに，地域住民が主体となった地域づく り への支援・ 調整などを行っています。

　 本市では，本庁と 平石・ 富屋・ 姿川・ 河内の４か所の地区市民センタ ーに保健と 福祉の相

談窓口を配置し て，保健や福祉の総合相談や家庭訪問，健康づく り 活動への支援などに取

り 組むとともに，子育て世代包括支援センタ ーを設置し ，妊娠期から子育て期にわたるまで

の母子保健や育児に関する相談等の業務を行い，多様な保健福祉サービスを総合的に提供

し ています。
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4 第４ 次計画の評価

　 第４次計画（ 平成３０年度～令和４年度）では，３つの基本目標を定め，計上する８２取組の

う ち主要３６取組について毎年度，進行管理を行ってきまし た。計画最終年度においては，基

本目標ごとに，５年間の実績を踏まえた評価及び成果・ 課題の整理を行いまし た。

【 評価基準】

　 Ａ 評価： 順調（ 達成率９０％以上）

　 Ｂ評価： おおむね順調（ 達成率７０％～９０％未満）

　 Ｃ評価： やや遅れている（ 達成率７０％未満）

　 －　 　： 定量的な指標がないもの



市民活動に参加意欲のある市民の割合　

基準値（ Ｈ２９）４８．９％　 ⇒現状値（ Ｒ３）３３．７％　 目標値（ Ｒ４）７５ .0％

主要取組　８取組

●主な取組と 指標

▶ 認知症周知啓発の実施　

　 認知症サポーター数

　 基準値（ Ｈ２９）３１，０００人 ⇒現状値（ Ｒ３） ４２，３１６人　 目標値（ Ｒ４）４７ ,０００人

▶ 宇都宮市民福祉の祭典の実施

　「 宇都宮市民福祉の祭典」来場者数

基準値（ Ｈ２９）１０,０００人 ⇒ 現状値（ Ｒ３）　 ※２,５００人　 目標値（ Ｒ４）１０,０００人

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ※感染症の影響により 令和１年度実績値により 評価

▶ 宮っ子心の教育の推進

　「 誰に対し ても ，思いやり の心を持って接し ている」と 回答し た中３生徒の割合

　 基準値（ Ｈ２９）９２．０％ ⇒ 現状値（ Ｒ３）９３．９％  目標値（ Ｒ４）９５．０％

（ 成果）

●福祉のこころの醸成等に係る取組については，Ｉ ＣＴ を活用し た理解促進等に

　 取り 組んだ結果，認知症サポータ ー数が増加するなど，一定の成果があったも

　 のと 考えられます。

（ 課題等）

●新型コ ロナウイルス感染症による状況の変化を踏まえ，地域福祉の理解促進

　 と 周知啓発に向けた取組を一層充実・ 強化し ていく 必要があります。

全体評価　 やや遅れている取組があるものの，全体とし ては概ね順調な進捗
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基本目標１ 　 福祉のこ こ ろを はぐ く む人づく り

成果指標

令和3 年度実績

Ａ 評価

０取組

Ｂ評価

６取組

Ｃ評価

１取組

ー

１取組
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保健や福祉に関する情報提供に概ね満足し ている市民の割合　

基準値（ Ｈ２９）７９．２％　 ⇒　 現状値（ Ｒ３）５１．３％　 　 目標値（ Ｒ４）８５．０％

主要取組　 1８取組

●主な取組と 指標

▶ 保健と 福祉のサービス提供活動の充実

　 保健と 福祉の個別支援件数

基準値（ Ｈ２９）年間８,８００件 ⇒現状値（ Ｒ３） １１ ,４３５件　 目標値（ Ｒ４）１０,０００件

▶ 市有施設のバリアフリーの推進

　 市有施設のエレベータ ー整備数（ 累計）

　 基準値（ Ｈ２９）４９施設 ⇒ 現状値（ Ｒ３）５３施設　 目標値（ Ｒ４）５４施設

▶ ＬＲＴ やバスなどの公共交通機関のバリアフリーの推進

　 ノンステップバスの導入率

　 基準値（ Ｈ２９）５３ .２％ ⇒ 現状値（ Ｒ３）６１ .３％　 　 目標値(Ｒ４)６６.１％

（ 成果）

●保健と 福祉の個別相談支援については，庁内連携体制の強化により ，適切な

　 支援につながった結果，支援件数が目標を達成し ており ，取組の成果があった

　 ものと 考えられます。

●公共的施設等のバリアフリーの推進に係る取組については，ノ ンステッ プバス

　 の導入や市有施設のエレベータ ー数が増加するなど，一定の成果があったも

　 のと 考えられます。

（ 課題等）

●新型コ ロナウイルス感染症による状況の変化を踏まえ，保健と 福祉のサービ

　 ス提供活動の充実やバリ アフリ ーによる基盤整備に向けた取組を一層充実・

　 強化し ていく 必要があります。

全体評価　 やや遅れている取組があるものの，全体とし ては概ね順調な進捗

基本目標２ 　 安心し て 暮ら せる 福祉の基盤づく り

成果指標

令和3 年度実績

Ａ 評価

３取組

Ｂ評価

１０取組

Ｃ評価

１取組

ー

４取組



市民活動に参加し ている市民の割合

準値（ Ｈ２９）１２．３％ ⇒ 現状値（ Ｒ３）８．５％　 目標値（ Ｒ４）１５．０％

主要取組　 1 0 取組

●主な取組と 指標

▶ まちづく りセンターにおける市民活動支援

　 まちづく りセンター登録団体数　

　 基準値（ Ｈ２９）２７６団体 ⇒ 現状値（ Ｒ３）２１３団体　 目標値（ Ｒ４）３００団体

▶ ふれあい・ いきいきサロン事業の推進

　 ふれあい・ いきいきサロンの設置数　

　 基準値（ Ｈ２９）２６０か所 ⇒現状値（ Ｒ３） ３２６か所　 目標値(Ｒ４)３６０か所

▶ 生活支援体制整備事業の実施

　 第２層協議体の設置数　

　 基準値（ Ｈ２９）５か所 ⇒ 現状値（ Ｒ３）３０か所　 目標値(Ｒ４)３９か所

（ 成果）

●地域交流の場づく り や地域の多様なネット ワーク づく り に係る取組は，「 ふれ

　 あい・ いきいきサロン」や「 第２層協議体」の設置数が増加するなど，一定の成

　 果があったものと 考えられます。

（ 課題等）

●市民が市民活動に参加できるよう ，参加への誘導策や機会の創出が必要です。

全体評価　 やや遅れている取組があるものの，全体とし ては概ね順調な進捗
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基本目標３ 　 共に支え 合う 地域社会づく り

成果指標

令和3 年度実績

Ａ 評価

１取組

Ｂ評価

７取組

Ｃ評価

１取組

ー

１取組
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【 総評】

●感染症の影響を勘案し て評価を実施し た結果，指標設定がある主要取組のう  

　 ち，４取組が年次目標を達成（ Ａ 評価）し ，２３取組が概ね順調（ Ｂ評価）であり ，

　 全体とし て主要取組は概ね順調に進捗しまし た。

●第４次計画の後期は，新型コロナウイルス感染症の影響により ，緊急事態宣言

　 の発出に伴う 外出自粛などの行動制限や事業の中止，延期などの影響を受け

　 まし たが，一部の取組については，Ｉ ＣＴ の活用などの施策展開を図ったこと に

　 より ，全体とし ては，概ね順調に進捗し たところです。

●今後も ，感染症による状況の変化を踏まえながら，地域福祉のさらなる推進に

　 向けた取組を一層充実・ 強化し ていく 必要があります。

※６取組については，新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し て評価

取組結果（ 全体）

令和3 年度実績

Ａ 評価

４取組

Ｂ評価

２３取組

Ｃ評価

３取組

ー

６取組
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5 市民・ 事業者アン ケート 調査結果

　 本計画の策定に先立ち，「 地域共生のまちづく り 」に関する市民等実態調査とし て，市民や

障がい者，民生委員児童委員のほか，福祉事業者，公共的施設，地域包括支援センタ ーをは

じ めとする支援団体等を対象にアンケート やヒアリングにより 実態調査を実施しまし た。

（ １ ） 調査概要

【 調査対象及び回収率等】

対象

市民

（ 小学生，中高生，若年期，壮年期，高齢期）

調査数

１１，１００件 ４，４５２件（ ４０．１％）

民生委員・ 児童委員 ８１３件 ７１９件（ ８８．４％）

障がい者

（ 身体障がい手帳，療育手帳，精神障が

い者保健福祉手帳の所持者）
３，３００件 １，５７１件（ ４７．６％）

福祉事業者

（ 介護サービス事業者，障がい福祉

サービス事業所，児童福祉施設）
５９４件 ３６５件（ ６１．４％）

公共的施設

（ 病院・ 診療所，歯科診療所，薬局，金融

機関，郵便局，百貨店・ スーパー，その他）
９４４件 ５２０件（ ５５．１％）

回収数（ 回収率）
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地域での「 絆」や「 つながり 」の大切さ について理解促進を図ること が必要です。

（ ２ ）調査結果の概要

「 絆」「 つながり 」を感じる人の主観的幸福感 「 絆」「 つながり 」を感じる人の割合

市民の市民活動への参加意欲は低く ，支え合いや助け合いの意識醸成や，福祉

や地域への関心を高めること が求めらています。

市民活動への参加意欲 市民活動へ参加し ない理由

高い低い 2 021 年2 01 7年

100

0 .0

0 10 20 30 40 50

10 .0 20 .0 30 .0 40 .0 50 .0

80

60

40

20

0

（ ％）

（ ％）
感じる

30 .5

69 .5

感じない

62 .8

37 .2

参加しており 今後も 続けたい

参加していないが今後参加したい

50.0

40 .0

30 .0

20 .0

10 .0

0 .0

（ ％）

2017年

36 .6

12 .3

2021年

25 .2

8 .5

43 .7
感じる

37 .4

35 .0
感じない

31 .1

21 .3
わからない

30 .1

6 .1無回答

29.9興味関心がない

40 .3活動する時間がない

3 .1移動手段がない

10 .4知らない

9.2きっかけがない

1.1近く の活動団体がない

（ ％）
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「 隣近所にし て欲し い手助け」と「 自分ができる手助け」がマッ チングし ている支

え合いから取り 組むこと が必要です。

事業者： 市内の介護サービス事業者，障がい福祉サービス事業者，児童福祉施設から無作為抽出

60 .0

（ ％）

（ ％）事業者が地域において特に必要だと 思う 生活支援

隣近所に自分が
できる手助け

50 .040 .030 .0

8 .1

2 0 .01 0 .00 .0

0

認知症予防のための脳トレや運動の教室

10 20 30 40 50

5 .9
15 .1

3 1 .5
5 1 .1

4 4 .8

隣近所にしてほしい
手助け

2 .2
3 .1

4 .9

1 0 .2
3 8 .1

2 3 .1

2 .0

12 .4

入院・ 通院など外出の手伝い 子どもの預かり ゴミ 出し・ 草むしり 買い物

話し 相手 災害時の手助け 安否確認の声かけ

草取りや水やり等の庭の手入れ

健康体操や筋力維持のための運動指導

弁当や食材の配食

ゴミ 出し

サロンや地域カフェなど交流の場

食材や日用品等の買い物代行

市役所や銀行、郵便局への付き添い

日常的な掃除、洗濯、炊事等の家事

病院への付き添い

移送ドライバー、通院等の外出支援

利用者家族等への助言、支援

生活に関する相談、話し 相手

安否確認の声かけ
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「 孤立・ 孤独にある者」や「 ひきこもりと なる可能性がある者」が一定割合おり ，支

援につながっていないケースが見られます。

　 早い段階で相談を受け，適切な支援につなげる仕組みづく り が必要です。

※内閣府のひきこもり 調査と は異なり ，ひきこもりと なる可能性のある社会と のつながり が希薄化し た者（ 広義のひきこもり ）

【 参考】内閣府調査（ H3 0 年度）　 ひきこもり 出現率： 1 .4 5％

日ごろの活動の中で問題を抱える世帯の把握状況及びその対応状況

【 把握し ている問題の状況】

区分

民生委員

①

社会から孤立し ている

一人暮らし

区分 推計構成比

孤立 ２．８％

孤独 ５．２％

ひきこもりと なる可能性のある状態など（ ※） ６．７％

②

ひきこもり や不登校

③

要介護認定はないが

日常生活に困る高齢者

福祉事業者
高齢者が高齢の家族

を介護し ている

社会から孤立し ている

一人暮らし

要介護認定はないが

日常生活に困る高齢者

病院診療所
高齢者の介護や日常

生活等
生活困難 ひきこもり や不登校

把握している 支援につながっていない

70 35

60 30

50 25

40 20

30 15

20 10

10 5

0 0

（ ％）

33 .7

7 .9

民生委員

43 .3

8 .9

福祉事業所

31 .4

61 .2

病院・ 診療所



地域福祉を 取り 巻く 環境の動向と 課題の整理第2 章

3 8

引き続き，バリ アフリ ーの推進に向けた周知が必要です。また，「 心理的バリ ア」

（ ※４）が障がい者の外出を妨げる要因と なっていること が考えられること から ，

これを取り 除く 必要があります。

「 宇都宮市やさ し さ をはぐく む福祉

のまちづく り 公共的施設整備費補助

金」の認知度

※条例： やさし さをはぐく む福祉のまちづく り 条例

条例の整備基準への適合状況

市民の情報入手方法を踏まえ，必要な情報発信に取り 組むこと が必要です。

外出時の不便さを感じる場面【 障がい者】

知らない 6 7 ．7％

内容は知らない 2 0 ．0％

知っている 9 ．0％

無回答 3 .3％

保健福祉サ―ビスに関する情報提供の満足度 保健福祉サービスに関する情報提供に対する不満の理由

※４　 心理的バリア： 周囲からの心ない言葉，偏見や差別，無関心など，障がいのある人を受け入れないバリアのこと

6 0 .04 0 .02 0 .00 .0

（ ％）

（ ％）

（ ％）

障がいへの理解不足

バリアフリーを探せない

ト イレ

駐車場

公共交通機関

精神 知的 身体 全体

対象外 適合 わからない 未整備 無回答

4 6 .3

2 2 .7

21 .3

7 .1
2 .6

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2017年

79 .2

2021年

0

51 .3

10 20 30 40

（ ％）

16 .8講座がわからない

26 .8ホームページをみられない

33 .5新聞を購読し ていない
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【 実施日及び参加者数】

ブロック 地区区分 実施会場
実施日

（ 令和４年）
参加者

南部

雀宮，瑞穂野，緑が丘，

宮の原，陽南，横川，陽光，

五代若松原（ ８地区）

横川地区市民センタ ー ７月２７日 ２３名

中央
昭和，中央，西，錦，西原，

東，簗瀬（ ７地区）
宇都宮市役所 ７月２９日 １８名

西部

桜，城山，姿川，宝木，戸祭，

富士見，明保，細谷・

上戸祭（ ８地区）

宇都宮市役所 ８月 １日 ２１名

東部

泉が丘，清原，城東，平石，

陽東，石井，今泉，峰

（ ８地区）

宇都宮市役所 ９月１２日 １２名

北部

各ブロックとも ，午後６時３０分から２時間程度実施

国本，篠井，富屋，豊郷，

御幸，御幸が原，上河内，

河内（ ８地区）

河内地区市民センタ ー ９月１４日 １８名

計 ９２名

6 ブ ロッ ク 別意見交換会

　 本計画の策定にあたっては，地域福祉の担い手である地域の関係者の意見を十分に反映

さ せる必要があります。

　 このため，地域における多様な意見や新たな課題などを的確に把握することを目的に，市

域を５つの地域に分け，地域福祉の専門家をコ ーディ ネータ ーとし て，次のと おり 意見交換

会を開催しまし た。

（ １ ）意見交換会の実施概要
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　 地域まちづく り 組織，自治会連合会，地区民生委員児童委員協議会，地区社会福祉協議

会，福祉協力員，地域包括支援センタ ー，障がい者生活支援センタ ー，ボランティ ア団体，宇

都宮市内在住・ 通学の大学生　 など

参加者・ 参加団体

　 国際医療福祉大学　 大石　 剛史　 准教授をコ ーディ ネータ ーに迎え，「 地域共生のまち

づく り 」をテーマに，現状及び課題等をグループごとに意見交換し ，発表を行いまし た。

実施方法

おおいし たけし



4 1

地域福祉を 取り 巻く 環境の動向と 課題の整理 第2 章

　 ブロック別意見交換会で出さ れた主な意見は以下のと おりです。

（ ２ ）主な意見のまと め

地域での支え合いの必要性

●コ ロナ禍で「 集まる機会」やコミ ュニケーショ ンが減っており ，地域と のつなが

　 り の必要性を感じる。

●昔は気軽に声を掛けてく れていたが，そう いった関係性がなく なった。近所の

　 関わり が希薄化し ている。

●高齢者，特にひとり 暮らし 高齢者が増えており ，地域の支え合いが必要である。

●留学生の視点に立つと ，地域のつながりを感じられない。

●普段からの交流があってこそ，関係性が構築できる。

　 近所の関わり の希薄化や，新型コ ロナウイルス感染症に伴う コミ ュニケーショ

ン機会の減少，高齢化などにより ，地域での支え合いの必要性を感じ ています。

　 つながり の機会の創出や，新規住民，大学生等の地域の関わりを促す必要が

あります。
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市民活動への参加

●ポイント 制やイベント 開催など，若い世代への参加の呼びかけが必要である。

●若い人たちに参加し てもらう ための工夫が必要。若い世代は忙しく 参加が難

　 し い。個人のニーズに合わせること が望まし い。

●お付き合い程度の市民活動から 始めるなど，参加へのハード ルを下げること

　 も 必要である。

●どのよう にすれば良いか，何をすればよいのかわからないため，参加につなが

　 らない。

●コ ロナを要因に地域の人の活動に対する意欲が低下し ているとと もに，自治

　 会加入率も 減少し ている。お互いに手を取り 合って協力すること が必要

　 若い世代の参加を望む声が多く ，地域での役割の明確化，個人のニーズに合

わせた参加方法の検討について意見が挙げられまし た。

　 また，自治会加入率の減少など，担い手不足を懸念する声も聞かれまし た。

　 市民活動への参加の機会の創出や参加に向けた支援が必要です。
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困りごとを抱える人への支援

●自分から「 助けて」と 声を挙げる人が少ないため，ニーズの把握が困難

●プライバシーの部分まで把握する事は難し い。

●困っていることを言い出し やすい環境づく り が必要

●横のつながりを広げること が難し い。

●自治会で見守り 活動を実施し ている。

●「 受け入れてもらえる安心感」がないと 人と の関わりを持ちにく いため，地域で

　 の安心感や雰囲気づく り が必要である。

その他

移動手段の充実が必要である。 （ 外出し やすいまちづく り ）

　 地域では，困り ごとを抱えている人がいることを認識し ている一方で，発見の

難しさ やニーズ把握の問題についての意見が挙げられまし た。

　 また，自治会での見守り 活動など，取組が始まっている地域も 見られまし た。

　 地域での見守り だけでなく ，相談し やすい環境の整備や公的支援につなぐこ

とによる問題の把握，解決に向けた支援が必要です。
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「 絆」「 つながり 」への市民意識の醸成

▶ 住民同士の支え合いや福祉への興味関心を高めるとともに，福祉の担い手を

　 確保・ 育成するための意識醸成に向けた取組の充実やきっかけづく り が必要

　 です。

支え合いによる地域づく り の推進

▶ 住民同士の支え合いを促進できるよう ，支え合いの地域づく り への支援が必

　 要です。

▶ 市民が市民活動に参加できるよう ，参加への誘導策や機会の創出が必要です。

市民が抱える複雑化・ 複合化し た問題への対応

▶ 高齢・ 障がい・ 貧困・ 子どもなど様々な分野において，複雑化・ 複合化する市民

　 の問題を早期に発見し ，解消できるよう ，市民に身近な場所で相談できる相談

　 支援の充実が必要です。

▶ 住み慣れた地域で安心し て尊厳をもって暮らすこと ができるよう ，成年後見制

　 度の利用促進と 権利擁護支援のニーズへのきめ細かな対応が必要です。

ユニバーサルデザインの推進

▶ 誰も が安全・ 快適に日常生活を送ること ができるよう ，継続的な公共的施設等

　 のハード 面のバリ アフリ ーを推進するとと もに，心のバリ アフリ ーの充実が必

　 要です。

▶ 誰もがデジタル技術を活用できるよう ，情報のバリアフリーの推進が必要です。

7 課題の整理

　 地域社会を取り 巻く 環境や現行計画の取組結果，「 地域共生のまちづく り 」に関する意識

調査のほか，ブロック 別意見交換会における主な意見などを踏まえ，本市の福祉のまちづく

り や地域福祉の推進に関する課題を以下のと おりまと めまし た。


